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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腕輪型の電子機器であって、
　前記腕輪型の電子機器は、有機ＥＬディスプレイと、前記有機ＥＬディスプレイと重な
る領域を有する二次電池と、前記二次電池と重なる領域を有する熱可塑性物体と、を有し
、
　前記二次電池は、外装体と、前記外装体に囲まれた、正極、負極及びセパレータを有し
、
　前記電子機器を腕につけた際には、前記二次電池は、前記有機ＥＬディスプレイよりも
腕に近い側に位置するように設けられ、
　前記電子機器を腕につけた際には、前記熱可塑性物体は、前記二次電池よりも腕に近い
側に位置するように設けられ、
　前記熱可塑性物体は、３０℃以上３７℃以下において室温における状態より柔らかくな
ることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　腕時計型の電子機器であって、
　前記腕時計型の電子機器は、有機ＥＬディスプレイと、前記有機ＥＬディスプレイと重
なる領域を有する二次電池と、前記二次電池と重なる領域を有する熱可塑性物体と、を有
し、
　前記二次電池は、外装体と、前記外装体に囲まれた、正極、負極及びセパレータを有し
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、
　前記電子機器を腕につけた際には、前記二次電池は、前記有機ＥＬディスプレイよりも
腕に近い側に位置するように設けられ、
　前記電子機器を腕につけた際には、前記熱可塑性物体は、前記二次電池よりも腕に近い
側に位置するように設けられ、
　前記熱可塑性物体は、３０℃以上３７℃以下において室温における状態より柔らかくな
ることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の一態様は、二次電池に関する。または、本発明は、物、方法、または、製造方法
に関する。または、本発明は、プロセス、マシン、マニュファクチャ、または、組成物（
コンポジション・オブ・マター）に関する。または、本発明の一態様は、半導体装置、表
示装置、発光装置、撮像装置、蓄電装置、それらの駆動方法、または、それらの製造方法
に関する。特に、電子機器に関する。
【０００２】
　なお、本明細書中において電子機器とは、二次電池を有する装置全般を指し、二次電池
を有する電気光学装置、二次電池を有する情報端末装置、二次電池を有する車両などは全
て電子機器である。
【背景技術】
【０００３】
近年、スマートフォンに代表される携帯情報端末が活発に開発されている。電子機器の一
種である携帯情報端末は軽量、小型の要望が大きい。
【０００４】
場所を選ばず、なおかつ両手の自由が束縛されることなく、視覚を通して情報が得られる
ウェアラブルデバイスの一例として、特許文献１が開示されている。特許文献１には、通
信が可能であり、ＣＰＵを含むゴーグル型表示装置が開示されている。特許文献１のデバ
イスも電子機器の一種に含む。
【０００５】
ウェアラブルデバイスや携帯情報端末は、繰り返し充電または放電が可能な二次電池を搭
載することが多く、ウェアラブルデバイスや携帯情報端末は、その軽量、小型であるがゆ
えに搭載される電池の容量が制限されるため、ウェアラブルデバイスや携帯情報端末の操
作時間が限られてしまう問題がある。ウェアラブルデバイスや携帯情報端末に搭載する二
次電池としては、軽量、且つ、小型であり、長時間の使用が可能であることが求められて
いる。
【０００６】
二次電池としては、ニッケル水素電池や、リチウムイオン二次電池などが挙げられる。中
でも、リチウムイオン二次電池は、高容量、且つ、小型化が図れるため、開発が盛んに行
われている。
【０００７】
リチウムイオン二次電池において、正極或いは負極として機能する電極としては、リチウ
ム金属、炭素系材料、合金系材料等を用いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１５７３１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
携帯情報端末またはウェアラブルデバイスに適した二次電池を提供することを課題の一と
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する。または、新規な蓄電装置を提供することを課題の一とする。
【００１０】
または、新規な構造の電子機器を提供する。具体的には、さまざまな外観形状にすること
ができる新規な構造の電子機器を提供する。または、さまざまな外観形状を有する新規な
構造の電子機器、及びその形状に適した形状の二次電池を提供することも課題の一とする
。
【００１１】
意図しない外部からの大きな力により二次電池、または二次電池が内部に配置された電子
機器が限界以上に曲げられ、曲率半径が小さくなりすぎるという問題を解消することを課
題の一とする。
【００１２】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、必ずしも、これらの課題の全てを解決する必要はない。なお、これら以外の課題
は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図
面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【００１３】
携帯情報端末やウェアラブルデバイスのような電子機器には小型化や複雑な外観形状にす
るといった要求がある。また、これらの電子機器には二次電池が必要である。電子機器を
小型化する場合や、複雑な外観形状にする場合には、二次電池を配置するための電子機器
の内部空間の体積が小さくなる、複雑な形状になるという状況が生じる。
【００１４】
一般的に携帯情報端末に使用されている二次電池は、金属缶や硬い樹脂で保護された直方
体形状をしている。
【００１５】
直方体の二次電池自身は柔軟性を有していないため、複雑な外観形状を有する電子機器の
内部空間が曲面を持っている場合、直方体の二次電池では、その内部空間を効率的に利用
するには限界がある。
【００１６】
そこで、柔軟性を有し、形状を変化させることのできる二次電池を電子機器に用いること
で、複雑な外観形状を有する電子機器の内部空間に効率よく二次電池を配置させることが
できる。
【００１７】
電子機器を複雑な外観形状にするとは幾通りもの解釈をすることができる。一つは、電子
機器の外観を複雑な形状、例えば曲面を有する形状とし、固定するものである。固定する
場合には、二次電池を一度曲げ、その曲がった状態で固定することとなる。さらに、複雑
な外観形状の電子機器の外部から力がかけられても変形しないものと、力をかけて変化す
るものに分けることができる。また、他には、単純な外観形状の電子機器を外部から力を
かけて変形させるものである。電子機器に力をかけて変形するものとする場合には、力が
加わる度に二次電池も複雑な外観形状に変形できることが望ましい。
【００１８】
なお、ウェアラブルデバイスとは、ウェアラブルカメラ、ウェアラブルマイク、ウェアラ
ブルセンサなどのウェアラブルな入力端末や、ウェアラブルディスプレイ、ウェアラブル
スピーカーなどのウェアラブルな出力端末や、それらの機能を併せもつウェアラブルな入
出力端末を含む。また、ウェアラブルデバイスとは、各装置の制御やデータの計算または
加工を行う装置、代表的にはＣＰＵを有するウェアラブルコンピュータを含む。また、ウ
ェアラブルデバイスとは、データの記憶、データの送信、データの受信を行う装置、代表
的には携帯情報端末、メモリなども含む。
【００１９】
外装体として金属箔（アルミニウム、ステンレスなど）と樹脂（熱融着性樹脂）の積層を
含むフィルム（ラミネートフィルムとも呼ぶ）を用いると、金属缶を用いた二次電池より
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も軽量であり、薄型の二次電池を作製することができる。
【００２０】
ラミネートフィルムを用いた二次電池では、正極、セパレータ、負極を交互に積層した構
造を有している。この積層構造は一般的に知られているシート状の正極、セパレータ、負
極を捲回した構造の二次電池に比べて熱を放出しやすいという利点がある。
【００２１】
また、ラミネートフィルムは柔軟性があり、また正極、負極は薄い金属などを材料とした
集電体であり、セパレータも薄い樹脂などを材料としているため、この二次電池は外部か
ら力が加わった場合に複雑な外観形状に変形することができる。
【００２２】
二次電池を複雑な外観形状に変形する例として曲面を有する形状とすることができる。こ
のことにより、複雑な外観形状を有する電子機器の内部空間に効率よく二次電池を配置さ
せることができる。また電子機器の内部空間に二次電池を配置した状態で電子機器を複雑
な外観形状に変形することができる。
【００２３】
複雑な外観形状に変形する際に外部から大きな力がかかった場合、ラミネートフィルム、
正極、セパレータおよび負極が限界以上に曲がってしまうおそれがある。
【００２４】
限界以上に曲がると、ラミネートフィルムが折れて、二次電池が元の形に復元できなくな
る。また正極、負極などが折れて切断されると、現れた鋭利な切断面がセパレータを突き
破り、二次電池が内部短絡をおこし使用できなくなるなどの問題が発生する。さらには、
曲率半径が小さくなりすぎると二次電池の構成部材にかかる応力も大きくなり、集電体か
らの活物質の剥落などの問題が起こりうる。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
複雑な外観形状を有する電子機器として、曲げ伸ばし可能な腕時計や腕輪など使用時に環
状もしくは一部が欠けた環状である製品を考える。
【００２６】
腕時計や腕輪は体に巻きつけて使われる。よって二次電池を電子機器の内部空間に配置す
る場合、人間の腕に巻きつけるように曲がることができる二次電池が好ましい。
【００２７】
また、腕時計や腕輪を体から外すためには、電子機器の曲げを緩める必要がある。よって
二次電池を電子機器の内部空間に配置する場合、曲がった状態から緩めることができる二
次電池が好ましい。
【００２８】
腕時計や腕輪を体に巻きつけて使っているときには、手首や腕が腕時計や腕輪の内側に存
在するため、上記説明したような限界以上に曲がり曲率半径が小さくなりすぎてしまうと
いった問題は起こらない。しかし、腕時計や腕輪を使っていないときには、意図しない外
部からの大きな力がかかって電子機器および電子機器の内部空間に配置された二次電池に
問題が発生してしまう虞がある。
【００２９】
意図しない外部からの大きな力によって、電子機器の内部空間に配置された二次電池に問
題が発生しないようにする手段として、電池を構成しているラミネートフィルム、正極、
セパレータ、負極に比べて、力に対してより変形しにくい材料で保護するという手法があ
る。
【００３０】
しかしながら、上記手法は二次電池を曲げにくくすることでもあり、腕時計や腕輪を装着
するとき、または装着状態から外すときに二次電池を曲げて使用する場面では好ましくな
い。
【００３１】
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二次電池の内部には正極、負極にセパレータが挟まれた構造が形成される。この構造と外
装体との間に人間の皮膚表面温度近傍（３０℃以上３７℃以下）の範囲において、室温（
約２５℃）における状態より柔らかくなる熱可塑性物体、例えば、上記温度範囲にガラス
転移点を有する熱可塑性樹脂を設ける。
【００３２】
腕時計や腕輪を体に巻きつける際に、二次電池内部の熱可塑性物体は、人間の皮膚表面か
らの熱を吸収し柔らかくなる。このことにより巻きつける際に曲げにくくなるという問題
は発生しない。熱可塑性物体は柔らかくなっているため、意図しない外部からの大きな力
による限界以上の曲げ、曲率半径が小さくなりすぎるという問題から保護するという性質
が低下するが、装着時には手首や、腕などが存在するため、これらの問題は発生しない。
【００３３】
腕時計や腕輪を体から外すと、二次電池内部の熱可塑性物体は人間の皮膚表面からの熱を
失い、しばらくして次第に硬くなる。腕時計や腕輪を使っていないときには、意図しない
外部からの大きな力による限界以上の曲げ、曲率半径が小さくなりすぎるという問題は使
用時に比べ発生確率は上がる。その際、熱可塑性物体は硬い状態になっているため、二次
電池を保護するという性質が復元している。
【００３４】
皮膚表面温度近傍（３０℃以上３７℃以下）の範囲においてガラス転移点を有する熱可塑
性樹脂の一例として、例えば、ポリ酢酸ビニル（ガラス転移点Ｔｇは約３１℃）がある。
ポリ酢酸ビニルは約３１℃に加熱されると柔らかくなる。ガラス転移点を上記温度範囲に
有するかどうかによらず、皮膚表面温度近傍にて柔らかくなる物体であれば、材質は限定
されない。
【００３５】
熱可塑性物体は単独重合体に限定されるものではなく、共重合体でもよい。
【００３６】
熱可塑性物体は、ある物体に可塑剤等を混ぜ合わせて、ガラス転移点を調整したものでも
構わない。
【００３７】
熱可塑性物体は、二次電池内部に設けられるため、電解液と接触する虞がある。電解液に
耐性がある熱可塑性物体を選択するか、もしくは熱可塑性物体が電解液に接触しないよう
な工夫をする必要がある。例えば、熱可塑性物体を、電解液に耐性があり、熱伝導率の高
い膜で覆うとよい。
【００３８】
熱可塑性物体の配置場所は正極、負極にセパレータが挟まれた構造と外装体の間であるが
、効率的に熱を伝えるために、人間の皮膚表面に近くになるように、熱可塑性物体を配置
すればよい。複数個所に配置してもよいが、その場合は同時、同程度に熱が伝わるように
することが好ましい。
【００３９】
また、熱可塑性物体の配置場所は二次電池内部に限定されず、例えば、二次電池が内部に
配置された電子機器の外側に配置してもよい。熱可塑性物体は人間の皮膚表面に直接触れ
る構造にしてもよいし、他の材質を間に挟んだ構造としてもよい。その場合、他の材質は
熱伝導率の高い材料が好ましい。
【００４０】
本明細書で開示する発明の構成の一形態は、曲率半径３０ｍｍ好ましくは曲率半径１０ｍ
ｍの曲面を有する形にまで変形することができる二次電池である。また、二次電池を曲率
半径３０ｍｍの曲面を有する形に変形したのち、曲率半径１５０ｍｍの曲面を有する形に
変形することも可能である。
【００４１】
面の曲率半径について、図１４を用いて説明する。図１４（Ａ）において、曲面１７００
を切断した平面１７０１において、曲面１７００に含まれる曲線１７０２の一部を円の弧



(6) JP 6719212 B2 2020.7.8

10

20

30

40

50

に近似して、その円の半径を曲率半径１７０３とし、円の中心を曲率中心１７０４とする
。図１４（Ｂ）に曲面１７００の上面図を示す。図１４（Ｃ）に、平面１７０１で曲面１
７００を切断した断面図を示す。曲面を平面で切断するとき、曲面に対する平面の角度や
切断する位置に応じて、断面に現れる曲線の曲率半径は異なるものとなるが、本明細書等
では、最も小さい曲率半径を面の曲率半径とする。
【００４２】
２枚のフィルムを外装体として電極及び電解液などを含む内容物１８０５を挟む二次電池
を湾曲させた場合には、二次電池の曲率中心１８００に近い側のフィルム１８０１の曲率
半径１８０２は、曲率中心１８００から遠い側のフィルム１８０３の曲率半径１８０４よ
りも小さい（図１５（Ａ））。この場合、曲率中心から近い曲率半径の数値をもって二次
電池の曲率半径とする。
【００４３】
なお、二次電池の断面形状は、単純な円弧状に限定されず、一部が円弧を有する形状にす
ることができ、例えば図１５（Ｂ）に示す形状や、波状（図１５（Ｃ））、Ｓ字形状など
とすることもできる。二次電池の曲面が複数の曲率中心を有する形状となる場合は、複数
の曲率中心それぞれにおける曲率半径の中で、最も曲率半径が小さい曲面において、２枚
の外装体の曲率中心に近い方の外装体の曲率半径が、３０ｍｍ好ましくは１０ｍｍまで変
形することができる。
【００４４】
二次電池の外装体に用いるフィルムは金属フィルム（アルミニウム、ステンレス、ニッケ
ル鋼、金、銀、銅、チタン、ニクロム、鉄、錫、タンタル、ニオブ、モリブデン、ジルコ
ニウム、亜鉛など金属箔となる金属または合金など）、有機材料からなるプラスチックフ
ィルム、有機材料（有機樹脂や繊維など）と無機材料（セラミックなど）とを含むハイブ
リッド材料フィルム、炭素含有無機フィルム（カーボンフィルム、グラファイトフィルム
など）から選ばれる単層フィルムまたはこれら複数からなる積層フィルムを用いる。金属
フィルムは、エンボス加工を行いやすく、エンボス加工を行って凹部または凸部を形成す
ると外気に触れるフィルムの表面積が増大するため、放熱効果に優れている。
【００４５】
また、二次電池の封止構造は、１枚の長方形のフィルムを中央で折り曲げて、フィルムの
４辺のうち折り曲げ部となる辺を除いた３辺を接着層で固定して閉塞させる構造や、２枚
のフィルムを重ね、フィルムの４辺を接着層で固定して閉塞させる構造とする。
【００４６】
接着層は、熱可塑性フィルム材料、熱硬化型接着剤、または嫌気型接着剤、紫外線硬化型
接着剤など光硬化型の接着剤、反応硬化型接着剤を用いることができる。これらの接着剤
の材質としてはエポキシ樹脂やアクリル樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂などを用
いることができる。
【発明の効果】
【００４７】
携帯情報端末またはウェアラブルデバイスに適した二次電池が提供できる。または、新規
な蓄電装置を提供できる。
【００４８】
または、新規な構造の電子機器を提供できる。具体的には、さまざまな外観形状にするこ
とができる新規な構造の電子機器を提供できる。または、さまざまな外観形状を有する新
規な構造の電子機器、及びその形状に適した形状の二次電池を提供できる。
【００４９】
意図しない外部からの大きな力による二次電池、または二次電池が内部に配置された電子
機器が限界以上に曲げられ、曲率半径が小さくなりすぎるという問題を解消できる。
【００５０】
二次電池の形状を自在に設計できるため、例えば曲面を有する二次電池を用いることによ
り、電子機器全体の自由度があがり、いろいろなデザインを有する電子機器を実現できる
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。また、曲面を有する電子機器内の隙間に無駄なスペースを作ることなく、電子機器の表
面の曲面に沿って電子機器の曲面の内側に二次電池を設けることで電子機器内の空間を有
効に利用することができる。例えば、電子機器がある程度の面積を有する可撓性の表示部
を有する場合、表示部の裏側はある程度の面積を有する隙間になる。本発明の一態様の二
次電池はある程度の面積を有する隙間を有効に活用でき、面積を有効活用できることで、
薄い二次電池にすることが可能になる。
【００５１】
従って、新規な構造の電子機器を実現できる。
【００５２】
なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は
、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面
、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一態様を示す上面図および二次電池の充電時の電流の流れを説明する模
式図である。
【図２】本発明の一態様を示す斜視図および断面図である。
【図３】本発明の一態様を示す粒子の図である。
【図４】本発明の一態様を示す上面図および断面図である。
【図５】本発明の一態様を示す斜視図および断面図である。
【図６】本発明の一態様を示す上面図である。
【図７】本発明の一態様を示すエンボス加工の説明図である。
【図８】本発明の一態様を示す上面図および写真である。
【図９】本発明の一態様を示す上面図および斜視図である。
【図１０】本発明の一態様を示す斜視図である。
【図１１】本発明の一態様を示す電子機器を充電する器具の図である。
【図１２】本発明の一態様を示すフレキシブルな蓄電装置を有する電子機器および蓄電装
置の図である。
【図１３】本発明の一態様を示す二次電池を有する車両を説明する図である。
【図１４】面の曲率半径について説明する図である。
【図１５】面の曲率半径について説明する図である。
【図１６】本発明の一態様を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
【００５５】
「電気的に接続」には、「何らかの電気的作用を有するもの」を介して接続されている場
合が含まれる。ここで、「何らかの電気的作用を有するもの」は、接続対象間での電気信
号の授受を可能とするものであれば、特に制限はない。
【００５６】
図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解を容易にするため、実際
の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必ず
しも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
【００５７】
「第１」、「第２」、「第３」などの序数詞は、構成要素の混同を避けるために付すもの
である。
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【００５８】
本明細書において、「平行」とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で配置さ
れている状態をいう。従って、－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、「垂直」と
は、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置されている状態をいう。従って、
８５°以上９５°以下の場合も含まれる。
【００５９】
（実施の形態１）
本実施の形態では、内部に正極、負極にセパレータが挟まれた構造が形成され、この構造
と外装体との間に人間の皮膚表面温度近傍（３０℃以上３７℃以下）の範囲において室温
における状態より柔らかくなる熱可塑性物体を設けた二次電池を作製する例を示す。
【００６０】
図１（Ａ）に二次電池の模式図の一例を示す。また、二次電池の外装体に囲まれた内部構
造の一例を図２（Ａ）に示す。
【００６１】
本発明の一態様の二次電池１００は、外装体１０７内に、正極１０１と、セパレータ１０
３と、負極１０２と、熱可塑性物体１１０と、電解液を少なくとも有する。二次電池の構
造としては、様々な構造があるが、本実施の形態では、外装体１０７の形成にフィルムを
用いる。
【００６２】
外装体１０７を形成するためのフィルムは金属フィルム（アルミニウム、ステンレス、ニ
ッケル鋼、金、銀、銅、チタン、ニクロム、鉄、錫、タンタル、ニオブ、モリブデン、ジ
ルコニウム、亜鉛など金属箔となる金属または合金）、有機材料からなるプラスチックフ
ィルム、有機材料（有機樹脂や繊維など）と無機材料（セラミックなど）とを含むハイブ
リッド材料フィルム、炭素含有無機フィルム（カーボンフィルム、グラファイトフィルム
など）から選ばれる単層フィルムまたはこれら複数からなる積層フィルムを用いる。
【００６３】
本実施の形態では、熱可塑性物体１１０として、正極１０１の最も面積の大きい面を覆う
シート状のものを用いる。しかしながら、熱可塑性物体１１０と正極１０１の最も面積の
大きい面の関係はこれに限定されない。例えば、両者の面積の大小関係は逆でも構わない
。さらに、両者が一部重なりあう関係でも構わない。また、本実施の形態では、熱可塑性
物体１１０は、セパレータ１０３よりも厚いものを用いる。また、熱可塑性物体１１０は
スリットを有していてもよい。また、熱可塑性物体１１０は矩形に限定されず、４つの角
が丸められた形状としてもよい。熱可塑性物体１１０の形状に鋭角な角があると、二次電
池を曲げた際に、その角が外装体であるフィルムを損傷する恐れがあるため、熱可塑性物
体１１０の角部を面取り加工すると信頼性の良い二次電池を提供することができる。熱可
塑性物体１１０の材料は、皮膚表面温度近傍にて柔らかくなる材料であればよい。
【００６４】
また、熱可塑性物体１１０の表面が滑らかであれば、熱可塑性物体１１０の表面と接する
内部構造や、外装体と摺動するため、曲げの繰り返しにも強い二次電池を提供することも
できる。
【００６５】
なお、正極１０１は、集電体（アルミニウムなど）の片面または両面に正極活物質層など
を設けたものを含む。負極１０２は、集電体（銅など）の片面または両面に負極活物質層
などを設けたものを含む。また、正極１０１は、正極リード１０４と電気的に接続されて
おり、負極１０２は負極リード１０５と電気的に接続されている。正極リード１０４およ
び負極リード１０５は、リード電極、またはリード端子とも呼ばれる。正極リード１０４
および負極リード１０５の一部は外装体の外側に配置される。また、二次電池１００の充
電および放電は、正極リード１０４および負極リード１０５を介して行われる。
【００６６】
ここで図１（Ｂ）を用いて二次電池の充電時の電流の流れを説明する。リチウムを用いた
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二次電池を一つの閉回路とみなした時、リチウムイオンの動きと電流の流れは同じ向きに
なる。なお、リチウムを用いた二次電池では、充電と放電でアノード（陽極）とカソード
（陰極）が入れ替わり、酸化反応と還元反応とが入れ替わることになるため、反応電位が
高い電極を正極と呼び、反応電位が低い電極を負極と呼ぶ。したがって、本明細書におい
ては、充電中であっても、放電中であっても、逆パルス電流を流す場合であっても、充電
電流を流す場合であっても、正極は「正極」または「＋極（プラス極）」と呼び、負極は
「負極」または「－極（マイナス極）」と呼ぶこととする。酸化反応や還元反応に関連し
たアノード（陽極）やカソード（陰極）という用語を用いると、充電時と放電時とでは、
逆になってしまい、混乱を招く可能性がある。したがって、アノード（陽極）やカソード
（陰極）という用語は、本明細書においては用いないこととする。仮にアノード（陽極）
やカソード（陰極）という用語を用いる場合には、充電時か放電時かを明記し、正極（プ
ラス極）と負極（マイナス極）のどちらに対応するものかも併記することとする。
【００６７】
図１（Ｂ）に示す２つの端子には充電器が接続され、二次電池１００が充電される。二次
電池１００の充電が進めば、電極間の電位差は大きくなる。図１（Ｂ）では、二次電池１
００の外部の端子（正極リード１０４）から、正極集電体（正極１０１）の方へ流れ、二
次電池１００の中において、正極１０１から負極１０２の方へ流れ、負極から二次電池１
００の外部の端子（負極リード１０５）の方へ流れる電流の向きを正の向きとしている。
つまり、充電電流の流れる向きを電流の向きとしている。
【００６８】
なお、本実施の形態では説明を簡略にするため、一組の正極１０１と負極１０２を外装体
１０７に収納する例を示しているが、二次電池の容量を大きくするために、複数組の正極
１０１と負極１０２を外装体１０７に収納してもよい。
【００６９】
図２（Ａ）に示すように、外装体１０７内部には、熱可塑性物体１１０と、正極１０１と
、セパレータ１０３と、負極１０２とが配置される例を示している。なお、図２（Ａ）で
は簡略化のため、外装体１０７、正極リード１０４、負極リード１０５は図示していない
。
【００７０】
図２（Ａ－１）は図２（Ａ）を一点鎖線Ａ―Ａ’で切断した断面図である。図２（Ａ－２
）は図２（Ａ）を一点鎖線Ｂ―Ｂ’で切断した断面図である。熱可塑性物体１１０上に、
正極１０１、セパレータ１０３および負極１０２が設けられている。断面Ａ―Ａ’および
断面Ｂ―Ｂ’において熱可塑性物体１１０の幅がもっとも広い。例えば５％程度、セパレ
ータ１０３よりも熱可塑性物体１１０を一回り大きく幅広く作成している。
【００７１】
また、断面Ａ―Ａ’および断面Ｂ―Ｂ’において、負極１０２は正極１０１より少し幅が
広い。正極１０１よりも負極１０２を一回り大きく、例えば５％程度、幅広く作成してい
る。
【００７２】
さらに、断面Ａ―Ａ’および断面Ｂ―Ｂ’において、セパレータ１０３は負極１０２より
少し幅が広い。セパレータ１０３は負極１０２より一回り大きく、例えば５％程度、幅広
く作成している。
【００７３】
熱可塑性物体１１０をセパレータ１０３より一回り大きく形成しておくことで、意図しな
い外部からの大きな力による二次電池、または二次電池が内部に配置された電子機器が限
界以上に曲げられ、曲率半径が小さくなりすぎるという問題を解消できる。ただし、熱可
塑性物体１１０とセパレータ１０３の大小関係が上記効果を発現するための必須の構成で
あるわけではなく、両者の面積の大小関係は逆でも構わない。さらに、両者が一部重なり
あう関係でも構わない。二次電池または電子機器の設計の都合により変更することが可能
である。
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【００７４】
二次電池の充電時には、正極１０１からリチウムイオンが脱離し、負極１０２に挿入され
るが、負極１０２を正極１０１より一回り大きく形成しておくことで、負極１０２にリチ
ウムイオンを効率的に挿入させ、負極１０２表面でのリチウムの析出を抑制することがで
きる。
【００７５】
セパレータ１０３を形成するための材料として、セルロース（紙）や、ナノセルロール、
セルロースナノファイバー、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリブテ
ン、ナイロン、ポリエステル、ポリスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリ
デン、テトラフルオロエチレン等の多孔性絶縁体を用いることができる。また、ガラス繊
維等の不織布や、ガラス繊維と高分子繊維を複合した隔膜を用いてもよい。
【００７６】
本実施の形態において、二次電池の構成は、例えば、セパレータ１０３の厚さは約１５μ
ｍ以上３０μｍ以下、正極１０１の集電体の厚さは約１０μｍ以上約４０μｍ以下、正極
活物質層の厚さは約５０μｍ以上約１００μｍ以下、負極活物質層の厚さは約５０μｍ以
上約１００μｍ以下、負極１０２の集電体の厚さは約５μｍ以上約４０μｍ以下とする。
【００７７】
また、図２（Ａ）では、セパレータ１０３は、シート状のものを用いる例を示したが、袋
状のものを用いてよい。また、１枚のセパレータを折り曲げ、曲げたセパレータの間に正
極（或いは負極）が位置するように外装体１０７内に設置してもよい。
【００７８】
図１６（Ａ）では、袋状のセパレータ１０３を用いる例を示す。袋状のセパレータ１０３
のあいた口から正極１０１を入れ、後にあいた口を熱で溶着するなどの方法で閉じる。な
お、熱溶着する場合は袋の辺をすべて線状に溶着する他に、辺の１ｃｍ毎に溶着箇所と、
非溶着箇所を繰り返し、破線状に溶着してもよい。このようにすることで袋状のセパレー
タ１０３内部の正極１０１に電解液がよく染み込むことができる。
【００７９】
図１６（Ｂ）では、袋状のセパレータ１０３を用いて二つの正極１０１ａ、１０１ｂと二
つの負極１０２ａ、１０２ｂを作成した例を示す。一つの袋状のセパレータ１０３に二つ
の正極１０１ａ、１０１ｂを入れている。
【００８０】
正極１０１ａ、１０１ｂ、負極１０２ａ、１０２ｂは表と裏の両方の面に活物質を設ける
（以下、両面塗工とも表記する）ことが可能であるが、図１６（Ｂ）の構造において、正
極１０１ａ、１０１ｂのそれぞれの片面に活物質を設け（以下、片面塗工とも表記する）
、活物質を設けないそれぞれの片面を向かい合わせる構造にすることもできる。隣接する
正極の活物質表面同士（例えば、正極１０１ａおよび正極１０１ｂを両面塗工とした場合
における、正極１０１ａの活物質表面と正極１０１ｂの活物質表面）が接触する場合や活
物質表面と金属表面（例えば、正極１０１ａを両面塗工とした場合における、正極１０１
ａの活物質表面と正極１０１ｂの金属表面）が接触する場合に比較して、隣接する正極の
金属表面同士（例えば、正極１０１ａの金属表面と正極１０１ｂの金属表面）が接触する
場合は静止摩擦係数が低くなる。二次電池が変形する場合において電池内部で発生した応
力はこの隣接する正極の金属表面同士が接触する面で摺動し、緩和することができる。
【００８１】
図１６（Ｂ）の構造において、負極１０２ａ、１０２ｂを片面塗工とし、負極１０２ａの
活物質を設けない片面は熱可塑性物体１１０と向合せ、負極１０２ｂの活物質を設けない
片面を図示しない外装体の表面に向かい合わせる構造にすることもできる。活物質表面（
例えば、負極１０２ａを両面塗工とした場合における、負極１０２ａの活物質表面）と熱
可塑性物体１１０が接触する場合や活物質表面（例えば、負極１０２ｂを両面塗工とした
場合における、負極１０２ｂの活物質表面）と外装体が接触する場合に比較して、金属表
面（例えば、負極１０２ａの金属表面）と熱可塑性物体１１０が接触する場合や金属表面
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（例えば、負極１０２ｂの金属表面）と外装体が接触する場合は静止摩擦係数が低くなる
。二次電池が変形する場合において電池内部で発生した応力は金属表面と熱可塑性物体１
１０が接触する面および金属表面と外装体が接触する面で摺動し、緩和することができる
。
【００８２】
また、熱可塑性物体１１０の位置は、図２（Ａ）に限定されない。例えば、図２（Ｂ）に
示すように負極１０２と接する側に熱可塑性物体１１０を設けてもよい。電子機器の設計
に応じて、熱可塑性物体１１０に効率的に熱を伝えるように、人間の皮膚表面により近い
ほうに熱可塑性物体を配置すればよい。また、図２（Ｂ）の断面Ａ―Ａ’を図２（Ｂ－１
）、断面Ｂ―Ｂ’を図２（Ｂ－２）に示している。設計サイズの思想はそれぞれ、図２（
Ａ－１）および図２（Ａ－２）と同様である。
【００８３】
また、熱可塑性物体１１０は一つに限定されず、複数用いてもよい。例えば、図２（Ｃ）
に示すように第１の熱可塑性物体１１０ａと、第２の熱可塑性物体１１０ｂの間に正極１
０１と、セパレータ１０３と、負極１０２とを有する構成としてもよい。その場合は複数
の熱可塑性物体に同程度に熱が伝わるように配置すればよい。また、図２（Ｃ）の断面Ａ
―Ａ’　を図２（Ｃ－１）、断面Ｂ―Ｂ’を図２（Ｃ－２）に示している。設計サイズの
思想はそれぞれ、図２（Ａ－１）および図２（Ａ－２）と同様である。
【００８４】
二次電池１００の正極活物質層に用いる正極活物質としては、オリビン型の結晶構造、層
状岩塩型の結晶構造、またはスピネル型の結晶構造を有する複合酸化物等がある。正極活
物質として、例えばＬｉＦｅＯ２、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、Ｖ２

Ｏ５、Ｃｒ２Ｏ５、ＭｎＯ２等の化合物を用いる。
【００８５】
または、複合材料（一般式ＬｉＭＰＯ４（Ｍは、Ｆｅ（ＩＩ）、Ｍｎ（ＩＩ）、Ｃｏ（Ｉ
Ｉ）、Ｎｉ（ＩＩ）の一以上））を用いることができる。一般式ＬｉＭＰＯ４の代表例と
しては、ＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＮｉＰＯ４、ＬｉＣｏＰＯ４、ＬｉＭｎＰＯ４、ＬｉＦｅ

ａＮｉｂＰＯ４、ＬｉＦｅａＣｏｂＰＯ４、ＬｉＦｅａＭｎｂＰＯ４、ＬｉＮｉａＣｏｂ

ＰＯ４、ＬｉＮｉａＭｎｂＰＯ４（ａ＋ｂは１以下、０＜ａ＜１、０＜ｂ＜１）、ＬｉＦ
ｅｃＮｉｄＣｏｅＰＯ４、ＬｉＦｅｃＮｉｄＭｎｅＰＯ４、ＬｉＮｉｃＣｏｄＭｎｅＰＯ

４（ｃ＋ｄ＋ｅは１以下、０＜ｃ＜１、０＜ｄ＜１、０＜ｅ＜１）、ＬｉＦｅｆＮｉｇＣ
ｏｈＭｎｉＰＯ４（ｆ＋ｇ＋ｈ＋ｉは１以下、０＜ｆ＜１、０＜ｇ＜１、０＜ｈ＜１、０
＜ｉ＜１）等のリチウム化合物が挙げられる。
【００８６】
または、一般式Ｌｉ２－ｊＭＳｉＯ４（Ｍは、Ｆｅ（ＩＩ）、Ｍｎ（ＩＩ）、Ｃｏ（ＩＩ
）、Ｎｉ（ＩＩ）の一以上、０≦ｊ≦２）等の複合材料を用いることができる。一般式Ｌ
ｉ２－ｊＭＳｉＯ４の代表例としては、Ｌｉ２－ｊＦｅＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＮｉＳｉＯ

４、Ｌｉ２－ｊＣｏＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＭｎＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＦｅｋＮｉｌＳｉＯ

４、Ｌｉ２－ｊＦｅｋＣｏｌＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＦｅｋＭｎｌＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＮ
ｉｋＣｏｌＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＮｉｋＭｎｌＳｉＯ４（ｋ＋ｌは１以下、０＜ｋ＜１、
０＜ｌ＜１）、Ｌｉ２－ｊＦｅｍＮｉｎＣｏｑＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＦｅｍＮｉｎＭｎｑ

ＳｉＯ４、Ｌｉ２－ｊＮｉｍＣｏｎＭｎｑＳｉＯ４（ｍ＋ｎ＋ｑは１以下、０＜ｍ＜１、
０＜ｎ＜１、０＜ｑ＜１）、Ｌｉ２－ｊＦｅｒＮｉｓＣｏｔＭｎｕＳｉＯ４（ｒ＋ｓ＋ｔ
＋ｕは１以下、０＜ｒ＜１、０＜ｓ＜１、０＜ｔ＜１、０＜ｕ＜１）等のリチウム化合物
が挙げられる。
【００８７】
また、正極活物質として、ＡｘＭ２（ＸＯ４）３（Ａ＝Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ｍ＝Ｆｅ、Ｍ
ｎ、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｘ＝Ｓ、Ｐ、Ｍｏ、Ｗ、Ａｓ、Ｓｉ）の一般式で表されるナ
シコン型化合物を用いることができる。ナシコン型化合物としては、Ｆｅ２（ＭｎＯ４）

３、Ｆｅ２（ＳＯ４）３、Ｌｉ３Ｆｅ２（ＰＯ４）３等がある。また、正極活物質として
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、Ｌｉ２ＭＰＯ４Ｆ、Ｌｉ２ＭＰ２Ｏ７、Ｌｉ５ＭＯ４（Ｍ＝Ｆｅ、Ｍｎ）の一般式で表
される化合物、ＮａＦｅＦ３、ＦｅＦ３等のペロブスカイト型フッ化物、ＴｉＳ２、Ｍｏ
Ｓ２等の金属カルコゲナイド（硫化物、セレン化物、テルル化物）、ＬｉＭＶＯ４等の逆
スピネル型の結晶構造を有する酸化物、バナジウム酸化物系（Ｖ２Ｏ５、Ｖ６Ｏ１３、Ｌ
ｉＶ３Ｏ８等）、マンガン酸化物、有機硫黄化合物等の材料を用いることができる。
【００８８】
また、正極活物質として、組成式ＬｉａＭｎｂＭｃＯｄで表すことができるリチウムマン
ガン複合酸化物を用いることができる。ここで、元素Ｍは、リチウム、マンガン以外から
選ばれた金属元素、またはシリコン、リンを用いることが好ましく、ニッケルであること
がさらに好ましい。また、リチウムマンガン複合酸化物の粒子全体を測定する場合、放電
時に０＜ａ／（ｂ＋ｃ）＜２、かつｃ＞０、かつ０．２６≦（ｂ＋ｃ）／ｄ＜０．５を満
たすことが好ましい。なお、リチウムマンガン複合酸化物の粒子全体の金属、シリコン、
リン等の組成は、例えばＩＣＰ－ＭＳ（誘導結合プラズマ質量分析計）を用いて測定する
ことができる。またリチウムマンガン複合酸化物の粒子全体の酸素の組成は、例えばＥＤ
Ｘ（エネルギー分散型Ｘ線分析法）を用いて測定することが可能である。また、ＩＣＰ－
ＭＳ分析と併用して、融解ガス分析、ＸＡＦＳ（Ｘ線吸収微細構造）分析の価数評価を用
いることで求めることができる。なお、リチウムマンガン複合酸化物とは、少なくともリ
チウムとマンガンとを含む酸化物をいい、クロム、コバルト、アルミニウム、ニッケル、
鉄、マグネシウム、モリブデン、亜鉛、インジウム、ガリウム、銅、チタン、ニオブ、シ
リコン、およびリンなどからなる群から選ばれる少なくとも一種の元素を含んでいてもよ
い。
【００８９】
なお、高容量を発現させるために、表層部と中心部で、結晶構造、結晶方位または酸素含
有量が異なる領域を有するリチウムマンガン複合酸化物とすることが好ましい。このよう
なリチウムマンガン複合酸化物とするために、組成式をＬｉａＭｎｂＮｉｃＯｄ（１．６
≦ａ≦１．８４８、０．１９≦ｃ／ｂ≦０．９３５、２．５≦ｄ≦３）の範囲とすること
が好ましい。さらに、Ｌｉ１．６８Ｍｎ０．８０６２Ｎｉ０．３１８Ｏ３の組成式であら
わされるリチウムマンガン複合酸化物を用いることが特に好ましい。本明細書等において
、Ｌｉ１．６８Ｍｎ０．８０６２Ｎｉ０．３１８Ｏ３の組成式であらわされるリチウムマ
ンガン複合酸化物とは、原料材料の量の割合（モル比）を、Ｌｉ２ＣＯ３：ＭｎＣＯ３：
ＮｉＯ＝０．８４：０．８０６２：０．３１８とすることにより形成したリチウムマンガ
ン複合酸化物をいう。そのため該リチウムマンガン複合酸化物は、組成式Ｌｉ１．６８Ｍ
ｎ０．８０６２Ｎｉ０．３１８Ｏ３で表されるが、この組成からずれることもある。
【００９０】
結晶構造、結晶方位または酸素含有量が異なる領域を有するリチウムマンガン複合酸化物
の粒子の断面図の例を図３に示す。
【００９１】
図３（Ａ）に示すように、結晶構造、結晶方位または酸素含有量が異なる領域を有するリ
チウムマンガン複合酸化物は、第１の領域３３１と、第２の領域３３２と、第３の領域３
３３を有することが好ましい。第２の領域３３２は、第１の領域３３１の外側の少なくと
も一部に接する。ここで、外側とは、粒子の表面により近いことを示す。また、第３の領
域３３３は、リチウムマンガン複合酸化物を有する粒子の、表面と一致する領域を有する
ことが好ましい。
【００９２】
また、図３（Ｂ）に示すように、第１の領域３３１は、第２の領域３３２に覆われない領
域を有してもよい。また、第２の領域３３２は、第３の領域３３３に覆われない領域を有
してもよい。また、例えば第１の領域３３１に第３の領域３３３が接する領域を有しても
よい。また、第１の領域３３１は、第２の領域３３２および第３の領域３３３のいずれに
も覆われない領域を有してもよい。
【００９３】
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第２の領域３３２は、第１の領域３３１と異なる組成を有することが好ましい。
【００９４】
例えば、第１の領域３３１と第２の領域３３２の組成を分けて測定し、第１の領域３３１
がマンガン、元素Ｍおよび酸素を有し、第２の領域３３２がマンガン、元素Ｍおよび酸素
を有し、第１の領域３３１のマンガン、元素Ｍ、および酸素の原子数比はｂ１：ｃ１：ｄ
１で表され、第２の領域３３２のマンガン、元素Ｍ、および酸素の原子数比はｂ２：ｃ２
：ｄ２で表される場合について説明する。なお、第１の領域３３１と第２の領域３３２の
それぞれの組成は、例えばＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）を用いたＥＤＸ（エネルギー分散
型Ｘ線分析法）で測定することができる。ＥＤＸで測定を行った場合は、リチウムは組成
までは測定が難しいため、第１の領域３３１と第２の領域３３２の組成の違いは、リチウ
ム以外の元素について述べる。ここで、ｄ１／（ｂ１＋ｃ１）は２．２以上が好ましく、
２．３以上であることがより好ましく、２．３５以上３以下であることがさらに好ましい
。また、ｄ２／（ｂ２＋ｃ２）は２．２未満であることが好ましく、２．１未満であるこ
とがより好ましく、１．１以上１．９以下であることがさらに好ましい。またこの場合で
も、第１の領域３３１と第２の領域３３２を含むリチウムマンガン複合酸化物粒子全体の
組成は、前述の０．２６≦（ｂ＋ｃ）／ｄ＜０．５を満たすことが好ましい。
【００９５】
例えば、第１の領域３３１と第２の領域３３２の組成を分けて測定し、第１の領域３３１
がリチウム、マンガン、元素Ｍおよび酸素を有し、第２の領域３３２がリチウム、マンガ
ン、元素Ｍおよび酸素を有し、第１の領域３３１のリチウム、マンガン、元素Ｍ、および
酸素の原子数比はａ１：ｂ１：ｃ１：ｄ１で表され、第２の領域３３２のリチウム、マン
ガン、元素Ｍ、および酸素の原子数比はａ２：ｂ２：ｃ２：ｄ２で表される場合について
説明する。なお、第１の領域３３１と第２の領域３３２のそれぞれの組成は、例えばＴＥ
Ｍ（透過型電子顕微鏡）を用いたＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分析法）で測定すること
ができる。ＥＤＸを用いた測定では、リチウムの組成の測定が困難な場合がある。そのた
め、以下では、第１の領域３３１と第２の領域３３２の組成の違いは、リチウム以外の元
素について述べる。ここで、ｄ１／（ｂ１＋ｃ１）は２．２以上が好ましく、２．３以上
であることがより好ましく、２．３５以上３以下であることがさらに好ましい。また、ｄ
２／（ｂ２＋ｃ２）は２．２未満であることが好ましく、２．１未満であることがより好
ましく、１．１以上１．９以下であることがさらに好ましい。またこの場合でも、第１の
領域３３１と第２の領域３３２を含むリチウムマンガン複合酸化物粒子全体の組成は、前
述の０．２６≦（ｂ＋ｃ）／ｄ＜０．５を満たすことが好ましい。
【００９６】
また、第２の領域３３２が有するマンガンは、第１の領域３３１が有するマンガンと異な
る価数を有してもよい。また、第２の領域３３２が有する元素Ｍは、第１の領域３３１が
有する元素Ｍと異なる価数を有してもよい。
【００９７】
より具体的には、第１の領域３３１は、層状岩塩型の結晶構造を有するリチウムマンガン
複合酸化物であることが好ましい。また第２の領域３３２は、スピネル型の結晶構造を有
するリチウムマンガン複合酸化物であることが好ましい。
【００９８】
ここで、各領域の組成や、元素の価数に空間的な分布がある場合には、例えば複数の箇所
についてその組成や価数を評価し、その平均値を算出し、該領域の組成や価数としてもよ
い。
【００９９】
また、第２の領域３３２と第１の領域３３１との間に、遷移層を有してもよい。ここで遷
移層とは、例えば組成が連続的、あるいは段階的に変化する領域である。または、遷移層
とは、結晶構造が連続的、あるいは段階的に変化する領域である。または、遷移層とは、
結晶の格子定数が連続的、あるいは段階的に変化する領域である。または、第２の領域３
３２と第１の領域３３１との間に、混合層を有してもよい。ここで混合層とは、例えば異
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なる結晶方位を有する２以上の結晶が混合する場合を指す。あるいは、混合層とは、例え
ば異なる結晶構造を有する２以上の結晶が混合する場合を指す。あるいは、混合層とは、
例えば異なる組成を有する２以上の結晶が混合する場合を指す。
【０１００】
第３の領域３３３には、炭素または金属化合物を用いることができる。ここで、金属とし
ては例えばコバルト、アルミニウム、ニッケル、鉄、マンガン、チタン、亜鉛、リチウム
等が挙げられる。金属化合物の一例として、これらの金属との酸化物や、フッ化物などが
挙げられる。
【０１０１】
第３の領域３３３は、上記の中でも、炭素を有することが特に好ましい。炭素は導電性が
高いため、炭素で被覆された粒子を二次電池の電極に用いることにより、例えば電極の抵
抗を低くすることができる。また、第３の領域３３３が炭素を有することで、第３の領域
３３３と接する第２の領域３３２を酸化することができる。また、第３の領域３３３はグ
ラフェンを有してもよく、酸化グラフェンを有してもよく、還元した酸化グラフェンを有
してもよい。グラフェンおよび還元された酸化グラフェンは、高い導電性を有するという
優れた電気特性、および柔軟性並びに機械的強度が高いという優れた物理特性を有する。
またリチウムマンガン複合酸化物の粒子を効率よく被覆することができる。
【０１０２】
第３の領域３３３が、グラフェンをはじめとする炭素を有することで、リチウムマンガン
複合酸化物を正極材料に用いた二次電池の、サイクル特性を向上させることができる。
【０１０３】
炭素を含む層の膜厚は、０．４ｎｍ以上４０ｎｍ以下とすることが好ましい。
【０１０４】
また、リチウムマンガン複合酸化物は、例えば、一次粒子の平均粒子径が、５ｎｍ以上５
０μｍ以下であることが好ましく、１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下であることがより好ま
しい。また比表面積が５ｍ２／ｇ以上１５ｍ２／ｇ以下であることが好ましい。また、二
次粒子の平均粒子径は、５μｍ以上５０μｍ以下であることが好ましい。なお平均粒子径
は、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）またはＴＥＭによる観察、またはレーザ回折・散乱法を
用いた粒度分布計等によって測定することができる。また比表面積は、ガス吸着法により
測定することができる。
【０１０５】
また、正極活物質層には、上述した正極活物質の他、活物質の密着性を高めるための結着
剤（バインダ）、正極活物質層の導電性を高めるための導電助剤等を有してもよい。
【０１０６】
なお、キャリアイオンが、リチウムイオン以外のアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属
イオンの場合、正極活物質として、リチウムの代わりに、アルカリ金属（例えば、ナトリ
ウムやカリウム等）、アルカリ土類金属（例えば、カルシウム、ストロンチウム、バリウ
ム、ベリリウム、マグネシウム等）を用いてもよい。
【０１０７】
電解液は、電解質として、キャリアイオンが移動可能であり、且つキャリアイオンである
リチウムイオンを有する材料を用いる。電解質の代表例としては、ＬｉＰＦ６、ＬｉＣｌ
Ｏ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ
（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ等のリチウム塩がある。これらの電解質は、一種を単独で用いて
もよく、二種以上を任意の組み合わせ及び比率で用いてもよい。
【０１０８】
また、電解液の溶媒としては、キャリアイオンが移動可能な材料を用いる。電解液の溶媒
としては、非プロトン性有機溶媒が好ましい。非プロトン性有機溶媒の代表例としては、
エチレンカーボネート（ＥＣ）、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエ
チルカーボネート（ＤＥＣ）、γーブチロラクトン、アセトニトリル、ジメトキシエタン
、テトラヒドロフラン等があり、これらの一つまたは複数を用いることができる。また、
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電解液の溶媒としてゲル化される高分子材料を用いることで、漏液性等に対する安全性が
高まる。また、二次電池の薄型化及び軽量化が可能である。ゲル化される高分子材料の代
表例としては、シリコーンゲル、アクリルゲル、アクリロニトリルゲル、ポリエチレンオ
キサイド系ゲル、ポリプロピレンオキサイド系ゲル、フッ素系ポリマーのゲル等がある。
また、電解液の溶媒として、難燃性及び難揮発性であるイオン液体（常温溶融塩）を一つ
または複数用いることで、二次電池の内部短絡や、過充電等によって内部温度が上昇して
も、二次電池の破裂や発火などを防ぐことができる。なお、イオン液体は流動状態にある
塩であり、イオン移動度（伝導度）が高い。また、イオン液体は、カチオンとアニオンと
を含む。イオン液体としては、エチルメチルイミダゾリウム（ＥＭＩ）カチオンを含むイ
オン液体、またはＮ－メチル－Ｎ－プロピルピペリジニウム（ＰＰ１３）カチオンを含む
イオン液体などがある。
【０１０９】
また、電解液の代わりに、硫化物や酸化物等の無機物材料を有する固体電解質や、ＰＥＯ
（ポリエチレンオキシド）等の高分子材料を有する固体電解質を用いることができる。固
体電解質を用いる場合には、セパレータやスペーサの設置が不要となる。また、電池全体
を固体化できるため、漏液のおそれがなくなり安全性が飛躍的に向上する。
【０１１０】
二次電池１００の負極活物質層に用いる負極活物質としては、リチウムの溶解・析出、又
はリチウムイオンの挿入・脱離が可能な材料を用いることができ、リチウム金属、炭素系
材料、合金系材料等を用いることができる。
【０１１１】
リチウム金属は、酸化還元電位が低く（標準水素電極に対して－３．０４５Ｖ）、重量及
び体積当たりの比容量が大きい（それぞれ３８６０ｍＡｈ／ｇ、２０６２ｍＡｈ／ｃｍ３

）ため、好ましい。
【０１１２】
炭素系材料としては、黒鉛、易黒鉛化性炭素（ソフトカーボン）、難黒鉛化性炭素（ハー
ドカーボン）、カーボンナノチューブ、グラフェン、カーボンブラック等がある。
【０１１３】
黒鉛としては、メソカーボンマイクロビーズ（ＭＣＭＢ）、コークス系人造黒鉛、ピッチ
系人造黒鉛等の人造黒鉛や、球状化天然黒鉛等の天然黒鉛がある。
【０１１４】
黒鉛はリチウムイオンが黒鉛に挿入されたとき（リチウム－黒鉛層間化合物の生成時）に
リチウム金属と同程度に卑な電位を示す（０．１以上０．３Ｖ以下　ｖｓ．Ｌｉ／Ｌｉ＋

）。これにより、リチウムイオン二次電池は高い作動電圧を示すことができる。さらに、
黒鉛は、単位体積当たりの容量が比較的高い、体積膨張が小さい、安価である、リチウム
金属に比べて安全性が高い等の利点を有するため、好ましい。
【０１１５】
負極活物質として、リチウムとの合金化・脱合金化反応により充放電反応を行うことが可
能な合金系材料も用いることができる。キャリアイオンがリチウムイオンである場合、合
金系材料としては、例えば、Ａｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ａｇ、Ａｕ、
Ｚｎ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｇａ等のうち少なくとも一つを含む材料がある。このような元素は炭
素に対して容量が大きく、特にシリコンは理論容量が４２００ｍＡｈ／ｇと飛躍的に高い
。このため、負極活物質にシリコンを用いることが好ましい。このような元素を用いた合
金系材料としては、例えば、Ｍｇ２Ｓｉ、Ｍｇ２Ｇｅ、Ｍｇ２Ｓｎ、ＳｎＳ２、Ｖ２Ｓｎ

３、ＦｅＳｎ２、ＣｏＳｎ２、Ｎｉ３Ｓｎ２、Ｃｕ６Ｓｎ５、Ａｇ３Ｓｎ、Ａｇ３Ｓｂ、
Ｎｉ２ＭｎＳｂ、ＣｅＳｂ３、ＬａＳｎ３、Ｌａ３Ｃｏ２Ｓｎ７、ＣｏＳｂ３、ＩｎＳｂ
、ＳｂＳｎ等がある。なお、ＳｉＯとは、ケイ素リッチの部分を含むケイ素酸化物の粉末
を指しており、ＳｉＯｙ（２＞ｙ＞０）とも表記できる。例えばＳｉＯは、Ｓｉ２Ｏ３、
Ｓｉ３Ｏ４、またはＳｉ２Ｏから選ばれた単数または複数を含む材料や、Ｓｉの粉末と二
酸化ケイ素ＳｉＯ２の混合物も含む。また、ＳｉＯは他の元素（炭素、窒素、鉄、アルミ
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ニウム、銅、チタン、カルシウム、マンガンなど）を含む場合もある。即ち、単結晶Ｓｉ
、アモルファスＳｉ、多結晶Ｓｉ、Ｓｉ２Ｏ３、Ｓｉ３Ｏ４、Ｓｉ２Ｏ、ＳｉＯ２から選
ばれる複数を含む材料を指しており、ＳｉＯは有色材料である。ＳｉＯではないＳｉＯｘ

（Ｘは２以上）であれば無色透明、或いは白色であり、区別することができる。ただし、
二次電池の材料としてＳｉＯを用いて二次電池を作製した後、充放電を繰り返すなどによ
って、ＳｉＯが酸化した場合には、ＳｉＯ２に変質する場合もある。
【０１１６】
また、負極活物質として、ＳｉＯ、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、二酸化チタン（ＴｉＯ２）、リチ
ウムチタン酸化物（Ｌｉ４Ｔｉ５Ｏ１２）、リチウム－黒鉛層間化合物（ＬｉｘＣ６）、
五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、酸化タングステン（ＷＯ２）、酸化モリブデン（ＭｏＯ２

）等の酸化物を用いることができる。
【０１１７】
また、負極活物質として、リチウムと遷移金属の複窒化物である、Ｌｉ３Ｎ型構造をもつ
Ｌｉ３－ｘＭｘＮ（Ｍ＝Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ）を用いることができる。例えば、Ｌｉ２．６

Ｃｏ０．４Ｎ３は大きな充放電容量（９００ｍＡｈ／ｇ、１８９０ｍＡｈ／ｃｍ３）を示
し好ましい。
【０１１８】
リチウムと遷移金属の複窒化物を用いると、負極活物質にリチウムイオンを含むため、正
極活物質としてリチウムイオンを含まないＶ２Ｏ５、Ｃｒ３Ｏ８等の材料と組み合わせる
ことができ好ましい。なお、正極活物質にリチウムイオンを含む材料を用いる場合でも、
あらかじめ正極活物質に含まれるリチウムイオンを脱離させておくことで負極活物質とし
てリチウムと遷移金属の複窒化物を用いることができる。
【０１１９】
また、コンバージョン反応が生じる材料を負極活物質として用いることもできる。例えば
、酸化コバルト（ＣｏＯ）、酸化ニッケル（ＮｉＯ）、酸化鉄（ＦｅＯ）等の、リチウム
と合金化反応を行わない遷移金属酸化物を負極活物質に用いてもよい。コンバージョン反
応が生じる材料としては、さらに、Ｆｅ２Ｏ３、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、ＲｕＯ２、Ｃｒ２Ｏ

３等の酸化物、ＣｏＳ０．８９、ＮｉＳ、ＣｕＳ等の硫化物、Ｚｎ３Ｎ２、Ｃｕ３Ｎ、Ｇ
ｅ３Ｎ４等の窒化物、ＮｉＰ２、ＦｅＰ２、ＣｏＰ３等のリン化物、ＦｅＦ３、ＢｉＦ３

等のフッ化物でも起こる。なお、上記フッ化物の電位は高いため、正極活物質として用い
てもよい。
【０１２０】
また、負極活物質層には、上述した負極活物質の他、活物質の密着性を高めるための結着
剤（バインダ）、負極活物質層の導電性を高めるための導電助剤等を有してもよい。
【０１２１】
本実施の形態では、携帯情報端末などに用いる小型の電池の例を示したが、特に限定され
ず、車両などに搭載する大型の電池にも適用することができる。
【０１２２】
　なお、本実施の形態において、本発明の一態様について述べた。または、他の実施の形
態において、本発明の一態様について述べる。ただし、本発明の一態様は、これらに限定
されない。つまり、本実施の形態および他の実施の形態では、様々な発明の態様が記載さ
れているため、本発明の一態様は、特定の態様に限定されない。例えば、本発明の一態様
として、リチウムイオン二次電池に適用した場合の例を示したが、本発明の一態様は、こ
れに限定されない。場合によっては、または、状況に応じて、本発明の一態様は、様々な
二次電池、鉛蓄電池、リチウムイオンポリマー二次電池、ニッケル・水素蓄電池、ニッケ
ル・カドミウム蓄電池、ニッケル・鉄蓄電池、ニッケル・亜鉛蓄電池、酸化銀・亜鉛蓄電
池、固体電池、空気電池、亜鉛空気電池、リチウム空気電池、一次電池、キャパシタ、ま
たは、電気二重層キャパシタ、ウルトラ・キャパシタ、スーパー・キャパシタ、リチウム
イオンキャパシタ、などに適用してもよい。または例えば、場合によっては、または、状
況に応じて、本発明の一態様は、リチウムイオン二次電池に適用しなくてもよい。また、
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例えば、本発明の一態様として、蓄電装置を変形した場合の例を示したが、本発明の一態
様は、これに限定されない。場合によっては、または、状況に応じて、本発明の一態様で
は、蓄電装置を変形しない構成としてもよいし、蓄電装置を曲げない構成としてもよい。
または、場合によっては、または、状況に応じて、本発明の一態様では、蓄電装置を平板
状のままの構成としてもよい。また、例えば、本発明の一態様として、蓄電装置に熱可塑
性物体１１０などを設けた場合の例を示したが、本発明の一態様は、これに限定されない
。場合によっては、または、状況に応じて、本発明の一態様では、蓄電装置に様々な性質
を有する物体を設けてもよい。または、場合によっては、または、状況に応じて、本発明
の一態様では、熱可塑性物体は、熱可塑性以外の性質を有していてもよい。
【０１２３】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１２４】
（実施の形態２）
実施の形態１ではシート状の熱可塑性物体を用いる例を示したが、本実施の形態では、実
施の形態１と異なる形状の熱可塑性物体を用い、設置位置も異なる例を示す。
【０１２５】
図４（Ａ）に二次電池の模式図の一例を示す。また、二次電池の外装体に囲まれた内部構
造の一例を図４（Ｂ）に示す。なお、図４において、図１と共通の部分には同じ符号を用
いて説明することとし、簡略化のため詳細な説明はここでは省略することとする。
【０１２６】
本発明の一態様の二次電池４００は、外装体１０７内に、正極１０１と、セパレータ１０
３と、負極１０２と、第１の熱可塑性物体４１０ａと、第２の熱可塑性物体４１０ｂと、
電解液を少なくとも有する。
【０１２７】
本実施の形態では、第１の熱可塑性物体４１０ａ及び第２の熱可塑性物体４１０ｂとして
、セパレータ１０３よりも厚く、棒状のものを用いる。
【０１２８】
図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように第１の熱可塑性物体４１０ａと第２の熱可塑性物
体４１０ｂとの間に正極１０１、セパレータ１０３、及び負極１０２が位置するように設
置する。
【０１２９】
また、外装体１０７の外周縁は、熱圧着により、接着する。接着領域４１１は熱圧着によ
り接着した領域である。外装体１０７に用いるフィルムにはポリプロピレンからなる層が
フィルム表面に設けられ、熱圧着した部分のみが接着領域となる。
【０１３０】
第１の熱可塑性物体４１０ａ、及び第２の熱可塑性物体４１０ｂを接着領域４１１と正極
１０１、セパレータ１０３、負極１０２の積層体との間に置く場合は、外装体１０７の該
積層体と重なる領域と接着領域４１１と重なる領域との段差を緩やかにするような断面形
状にする。
【０１３１】
第１の熱可塑性物体４１０ａ、及び第２の熱可塑性物体４１０ｂに用いる材料としては、
皮膚表面温度近傍にて柔らかくなる材料であればよい。熱可塑性物体は、二次電池内部に
設けられるため、電解液と接触する虞がある。電解液に耐性がある熱可塑性物体を選択す
るか、もしくは熱可塑性物体が電解液に接触しないような工夫をする必要がある。例えば
、熱可塑性物体を、電解液に耐性があり、熱伝導率の高い膜で覆うとよい。
【０１３２】
第１の熱可塑性物体４１０ａ、及び第２の熱可塑性物体４１０ｂを設けることで、二次電
池４００を曲げても、二次電池４００の外周部において、外装体のフィルムにしわが形成
されにくい構成とすることができる。
【０１３３】
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また、二次電池４００の容量を大きくするために、正極１０１、セパレータ１０３、負極
１０２の積層の組み合わせを複数重ねて外装体に収納する場合、トータルの厚さが厚くな
り、周縁部との厚さと差が大きくなることで外装体のフィルムに段差が生じる。この段差
を緩やかにするために、第１の熱可塑性物体４１０ａ、及び第２の熱可塑性物体４１０ｂ
を設けることが好ましい。
【０１３４】
図４（Ａ－１）は図４（Ａ）を一点鎖線Ａ―Ａ’で切断した断面図である。
【０１３５】
断面Ａ―Ａ’において、負極１０２は正極１０１より少し幅が広い。正極１０１よりも負
極１０２を一回り大きく、例えば５％程度、幅広く作成している。
【０１３６】
断面Ａ―Ａ’において、セパレータ１０３は負極１０２より少し幅が広い。セパレータ１
０３は負極１０２より一回り大きく、例えば５％程度、幅広く作成している。
【０１３７】
図４（Ａ－２）は図４（Ａ）を一点鎖線Ｂ―Ｂ’で切断した断面図である。第１の熱可塑
性物体４１０ａと第２の熱可塑性物体４１０ｂとの間に正極１０１、セパレータ１０３、
及び負極１０２が位置するように設置する。
【０１３８】
第１の熱可塑性物体４１０ａ、及び第２の熱可塑性物体４１０ｂの高さは正極１０１、セ
パレータ１０３、負極１０２の積層体と同程度に形成するとよい。また、上方の外装体１
０７の接着領域４１１と重なる領域と正極１０１、セパレータ１０３、負極１０２の積層
体と重なる領域の段差を緩やかにするような断面形状にすると好ましい。また、第１の熱
可塑性物体４１０ａ、及び第２の熱可塑性物体４１０ｂは上方の外装体１０７と接触する
可能性がある。このため角部を作らず、滑らかな曲面に形成しておくと外装体に傷がつく
ことを抑制できる。
【０１３９】
図４（Ａ－３）は図４（Ａ）に実施の形態１で説明した熱可塑性物体１１０を組み合わせ
た実施の形態の一例を一点鎖線Ｂ―Ｂ’で切断した断面図である。熱可塑性物体１１０上
に、第１の熱可塑性物体４１０ａと第２の熱可塑性物体４１０ｂが設けられており、それ
らの間に正極１０１、セパレータ１０３、及び負極１０２が位置するように設置する。
【０１４０】
また、第１の熱可塑性物体４１０ａと第２の熱可塑性物体４１０ｂの２つを用いる例を示
したが、特に限定されず、コの字状の一つの熱可塑性物体４１０として用いてもよい。図
４（Ｃ）にその一例を示す。また、枠状の一つの熱可塑性物体を用いてもよい。
【０１４１】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１４２】
（実施の形態３）
本実施の形態の一として、二次電池を搭載した電子機器の表面に熱可塑性物体を設けた例
を示す。本実施の形態の一は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。
【０１４３】
図５は、二次電池を搭載した電子機器の表面に熱可塑性物体を設けた例である。図５（Ａ
）は電子機器の斜視図であり、図５（Ｂ）は断面図である。
【０１４４】
電子機器５００は曲面を有する支持体５０１と、支持体５０１内部に設置された二次電池
５０２と、支持体５０１表面に設けられた表示部５０３を有し、支持体５０１が有する二
つの曲面のうち曲率半径の小さい内側の曲面の表面に熱可塑性物体５０４が形成されてい
る。
【０１４５】
電子機器５００は例えば、腕時計や、腕輪などの用途がある。電子機器５００は体温を適
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切に受け取ることができればよい。例えば、アンクレットや首輪のような用途も可能であ
る。
【０１４６】
支持体５０１は、体に巻きつけて使用することが可能な程度の柔軟性を有していれば材料
は特に限定されない。
【０１４７】
二次電池５０２は実施の形態１や２で説明される様な、熱可塑性物体を有さずともよいし
、また、熱可塑性物体を有していても構わない。
【０１４８】
表示部５０３は例えば、可撓性のあるプラスチック基板を用いて形成された有機ＥＬディ
スプレイなどを用いればよい。表示部５０３は支持体５０１の変形に応じて変形可能であ
ることが好ましく、例えば、有機ＥＬディスプレイの他には、電子泳動型ディスプレイ（
電子ペーパー）なども好ましい。
【０１４９】
熱可塑性物体５０４は電子機器５００の最表面に設けることが必須ではなく、熱可塑性物
体に、体温が伝わるのであれば、支持体の内部に設けてもよいし、例えば、熱可塑性物体
の表面を熱伝導性の良い材料で覆っても構わない。
【０１５０】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１５１】
（実施の形態４）
本実施の形態では、フィルム表面にエンボス加工を行い、模様を有するフィルムを用いて
リチウムイオン二次電池を作製する例を示す。
【０１５２】
まず、可撓性基材からなるシートを用意する。シートは、積層体を用い、金属フィルムの
一方の面または両方の面に接着層（ヒートシール層とも呼ぶ）を有するものを用いる。接
着層は、ポリプロピレンやポリエチレンなどを含む熱融着性樹脂フィルムを用いる。本実
施の形態では、シートとして、アルミニウム箔の表面にナイロン樹脂を有し、アルミニウ
ム箔の裏面に耐酸性ポリプロピレン層と、ポリプロピレン層の積層が設けられている金属
シートを用いる。このシートをカットして図６（Ａ）に示すフィルム６０を用意する。
【０１５３】
そして、このフィルム６０にエンボス加工を行い、図６（Ｂ）に示すようにフィルム表面
に凹凸を形成し、視認可能な模様を形成する。なお、ここではシートをカットした後、エ
ンボス加工を行う例を示すが、特に順序は限定されず、シートをカットする前にエンボス
加工を行い、その後カットして、図６（Ｂ）に示す状態としてもよい。また、シートを折
り曲げて熱圧着を行った後にカットしてもよい。
【０１５４】
以下に、プレス加工の一種であるエンボス加工の説明をする。
【０１５５】
図７は、エンボス加工の一例を示す断面図である。なお、エンボス加工とは、プレス加工
の一種であり、表面に凹凸のあるエンボスロールをフィルムに圧接させ、エンボスロール
の凹凸に対応する凹凸をフィルム表面に形成する処理のことを指している。エンボスロー
ルは、表面に模様を彫刻したロールである。
【０１５６】
図７（Ａ）は、フィルムの片方の面にエンボス加工を行う例である。
【０１５７】
図７（Ａ）において、フィルムの一方の面に接するエンボスロール５３と、もう一方の面
に接するロール５４との間にフィルム５０が挟まれ、フィルム５０がフィルムの進行方向
５８に送り出されている途中を示している。圧力または熱によってフィルム表面に模様を
形成している。
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【０１５８】
図７（Ａ）は、エンボスロール５３とロール５４（金属ロールまたは弾性ロール（ゴムロ
ールなど））の組み合わせである。
【０１５９】
また、図７（Ｂ）はフィルムの両面にエンボス加工を行う例である。
【０１６０】
図７（Ｂ）において、フィルムの一方の面に接するエンボスロール５３と、もう一方の面
に接するエンボスロール５５との間にフィルム５１が挟まれ、フィルム５１がフィルムの
進行方向５８に送り出されている途中を示している。
【０１６１】
図７（Ｂ）は、雄柄のエンボスロールであるエンボスロール５３とエンボスロール５５（
雌柄）の組み合わせである。
【０１６２】
また、フィルム５１の表面の一部を浮き上がらせるエンボスと、表面をへこませるエンボ
スが連続している凸凹により、フィルム５１の表面に模様を形成している。
【０１６３】
図７（Ｃ）において、フィルムの一方の面に接するエンボスロール５６と、もう一方の面
に接するエンボスロール５７との間にフィルム５２が挟まれ、フィルム５２がフィルムの
進行方向５８に送り出されている途中を示している。
【０１６４】
図７（Ｃ）は、Ｔｉｐ　ｔｏ　Ｔｉｐとも呼ばれ、エンボスロール５６と、そのエンボス
ロール５６と同じ柄のエンボスロール５７の組み合わせである。同一のエンボスロールの
凸部と凹部の位相を合わせたものであり、フィルム５２の表裏に差のほとんど無い模様を
形成することができる。
【０１６５】
また、エンボスロールを用いることに限定されず、エンボスプレートを用いてもよい。ま
た、エンボス加工に限定されず、フィルムの一部に浮き彫り（レリーフ）が形成できる手
法であればよい。
【０１６６】
本実施の形態では、フィルム６０の両面に凹凸を設けて模様を形成し、フィルム６１を中
央で折り曲げて、４辺のうち折り曲げ部となる辺を除いた３辺を接着層で封止する構造と
する。
【０１６７】
次いで、フィルム６１を図６（Ｂ）の点線で示した部分で折り、図６（Ｃ）に示す状態と
する。
【０１６８】
外装体となるフィルム６１の表面に凹凸を有する模様を有している二次電池は、二次電池
を曲げた時に加わる応力を緩和することができる。応力によって生じるひずみを緩和する
構造とすることで、二次電池を曲げたり変形させたりするときに（外装体などが）破損す
ることなく、長期信頼性を確保することができる。
【０１６９】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１７０】
（実施の形態５）
本実施の形態では、蛇行部を有する集電体を用いて二次電池を作製する例を以下に示す。
【０１７１】
まず、一の帯状の金属箔の片面または両面に正極活物質層を形成する。
【０１７２】
次いで、レーザ光照射によって、正極活物質層を選択的に除去する。除去する箇所は、後
の工程によってリード電極と接続する幅の狭い領域と、蛇行部の幅の狭い箇所の二箇所で



(21) JP 6719212 B2 2020.7.8

10

20

30

40

50

ある。そして、レーザ加工を行う。このレーザ加工では、正極活物質層及び金属箔の両方
を選択的に除去する。ここでは蛇行部を有する集電体の輪郭を描くように加工し、集電体
の形状を形成する。この段階で、図８（Ａ）に示す状態を得ることができる。図８（Ａ）
に示すように、集電体の一部（蛇行パターンの根元部）を露出させ、正極活物質層１８ａ
と正極活物質層１８ｂが形成される。
【０１７３】
また、ここではレーザ加工によって集電体の外形形状を形成したが、切断装置または打ち
抜き装置を使用して所望の形状に金属箔を加工した後、さらにレーザ加工を行って複雑な
形状の集電体を形成する工程としてもよい。
【０１７４】
また、正極集電体１２の片面または両面に活物質層を形成した後にレーザ加工を行うこと
が好ましい。レーザ光を照射して形成された切断面は、強いエネルギーが与えられて集電
体と活物質層が強固に固着するため、望ましい。
【０１７５】
図８（Ａ）に示すように集電体の蛇行部において幅が細い部分は、少なくとも２箇所以上
あり、少なくとも１箇所（蛇行パターンの根元部）は隣り合う活物質層の境界（正極活物
質層１８ａと正極活物質層１８ｂとの間の領域）と重なる。
【０１７６】
正極集電体１２をピンセットで保持した状態で撮影した写真が図８（Ｂ）である。図８（
Ａ）に示したように、正極集電体１２の蛇行部において幅は不均一である。
【０１７７】
次に、他の帯状の金属箔の片面または両面に、負極活物質層を形成する。
【０１７８】
次いで、レーザ光照射によって、負極活物質層を選択的に除去する。除去する箇所は、後
の工程によってリード電極と接続する幅の狭い領域である。そしてレーザ加工を行う。こ
のレーザ加工では、蛇行部を有する集電体の輪郭を描くように加工し、集電体の形状を形
成する。
【０１７９】
負極集電体１４及び負極活物質層１９の上面模式図が図８（Ｃ）であり、負極集電体をピ
ンセットで保持した状態で撮影した写真が図８（Ｄ）である。
【０１８０】
図８（Ａ）及び図８（Ｃ）に示すように、正極と負極のどちらも集電体は蛇行部を有して
いるが、部分的に幅が異なっている。蛇行部は、折り返しの曲がり部とも呼べる。また、
蛇行部とは、直線状のパターンを含む、屈曲したパターン形状である。本明細書では集電
体の上面形状の輪郭の一部が、９０°以上の屈曲を２回以上繰り返すものを蛇行形状と呼
ぶ。また、集電体の上面形状の輪郭の一部が、矩形波状、三角波状、Ｓ字形状等のものも
蛇行形状に含む。なお、蛇行形状における屈曲は、同一のパターンを繰り返す必要はなく
、不規則な屈曲を有する形状であってもよい。また、蛇行部を形成するために切り取られ
た部分をスリットと呼ぶ。
【０１８１】
後の工程で正極集電体と負極集電体を重畳させると、負極集電体のスリットと重畳する領
域に正極活物質層が位置する場合がある。例えば図８の集電体の場合は、負極集電体のス
リットと、正極集電体の蛇行部の幅の狭い箇所が重畳するため、この箇所に正極活物質層
が存在すると、正極活物質層と重畳する領域に負極活物質層がない状態となる。この場合
、正極活物質層と重畳する領域に負極活物質層がないことで、電池反応の際に不具合が生
じる恐れがある。具体的には、正極活物質層から出たキャリアイオンが、スリットに最も
近い領域の負極活物質層に集中してしまい、負極活物質層表面にキャリアイオンが析出す
る恐れがある。そこで、重畳する領域に負極活物質層のない正極活物質層、図８の場合は
正極集電体の蛇行部の幅の狭い箇所の正極活物質層を、レーザ光照射により除去すること
で、キャリアイオンの析出を抑制することができる。
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【０１８２】
また上記の理由から、正極と負極のスリットの幅は、等しいか、正極のスリットの幅のほ
うが大きいことが好ましい。正極のスリットの幅を大きくすることで、重畳する領域に負
極活物質層のない正極活物質層をなくす、または減少させることができる。そのため負極
活物質表面にキャリアイオンが析出することを抑制できる。
【０１８３】
次に、図９（Ａ）に示すように、正極集電体１２をセパレータ１３で挟む。そしてセパレ
ータ１３の、正極集電体１２と重ならない領域の一部１３ａを接着し、セパレータ１３で
包まれた正極集電体１２を作製する図９（Ｂ）。なおセパレータ１３にポリプロピレンや
ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）を用いる場合は、１９０℃以上２３０℃以下で熱溶着
することにより接着することができる。
【０１８４】
次に、図９（Ｃ）に示すように、セパレータ１３で包まれた正極集電体１２と、負極集電
体１４とを積み重ねる。このとき、複数の正極集電体１２と負極集電体１４を積み重ねる
と好ましい。その場合は、セパレータ１３で包まれた正極集電体１２と負極集電体１４を
交互に積み重ね、かつ正極集電体１２の電極タブ部同士が重畳し、また負極集電体１４の
電極タブ部同士が重畳するようにするとよい。複数の正極集電体１２と負極集電体１４を
積み重ねて電気的に接続することで、二次電池の容量を増大させることができる。
【０１８５】
そして積み重ねられたセパレータ１３、正極集電体１２および負極集電体１４を束ねて固
定することが好ましい。固定は、粘着テープ、粘着剤を塗布したポリイミドフィルムをは
じめとする樹脂テープ等で行うことができる。
【０１８６】
次に、正極集電体１２の電極タブ部と、一つのリード電極を電気的に接続する。また負極
集電体１４の電極タブ部と、もう一つのリード電極を電気的に接続する。電気的な接続は
、超音波溶接により行うことができる。また複数の正極集電体１２および負極集電体１４
を積み重ねている場合は、一つのリード電極と複数の正極集電体１２の電極タブ部同士を
超音波溶接する工程と、もう一つのリード電極と複数の負極集電体１４の電極タブ部同士
を超音波溶接する工程を同時に処理することができる。これにより複数の正極集電体１２
同士と、複数の負極集電体１４同士の導通が得られる。
【０１８７】
なお正極集電体１２に接続するリード電極は、アルミニウム等の正極集電体に用いること
ができる材料を用いればよい。また負極集電体１４に接続するリード電極は、銅等の負極
集電体に用いることができる材料を用いればよい。正極集電体１２に電気的に接続される
リード電極は正極集電体１２と同電位となり、負極についても同様であるので、集電体に
用いることができる材料はリード電極に用いることができる。
【０１８８】
次に、図１０（Ａ）、（Ｂ）に示すように、フィルム１１の周辺を、２辺を残して熱圧着
により封止する。図１０（Ｂ）に示すように本実施の形態では、１辺はフィルム１１を折
り曲げた辺になるため、この工程での封止は１辺１１ｂでよい。これにより、フィルム１
１で囲われた領域に、積み重ねられたセパレータ１３、正極集電体１２および負極集電体
１４を収めることができる。
【０１８９】
なお、フィルム１１にあらかじめエンボス加工を行ってもよい。エンボス加工を行うこと
によって、より曲がりやすい二次電池にすることができる。
【０１９０】
次に、図１０（Ｃ）に示すように、フィルム１１で囲われた領域に、正極集電体１２、セ
パレータ１３および負極集電体１４を収め、フィルム１１の１辺１１ｃを熱圧着により封
止する。このときリード電極１６ａおよびリード電極１６ｂはフィルム１１で囲われた領
域の外側に引き出す。
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【０１９１】
次に、図１０（Ｄ）で示すように、フィルム１１で囲われた領域に、電解液２０を注入す
る。そして真空引き、加熱および加圧を行いながら、図１０（Ｅ）で示すようにフィルム
１１の残りの１辺１１ｄを封止する。これらの操作は、グローブボックスを用いるなどし
て酸素を排除した環境にて行う。真空引きは、脱気シーラー、注液シーラー等を用いて行
うとよい。またシーラーが有する加熱可能な２本のバーでフィルム１１を挟むことにより
、加熱および加圧を行って封止することができる。それぞれの条件は、例えば真空度は６
０ｋＰａ、加熱は１９０℃、加圧は０．１ＭＰａにおいて３秒とすることができる。
【０１９２】
次に、上記の工程で得られた二次電池に、エージング処理を行うことが好ましい。エージ
ング処理により、電極と電解質の界面に生じる被膜を制御し、活物質を活性化することが
できる。
【０１９３】
さらに、エージング処理を行った二次電池を一度開封し、エージング処理により生じたガ
スを抜いてから、電解液を継ぎ足して再封止してもよい。正極と負極の電極の間にガスが
存在すると、電池反応に偏りが生じて劣化要因となるため、ガスを抜いて再封止をするこ
とで劣化を抑制することができる。
【０１９４】
なお、本実施の形態では矩形のセパレータ１３、正極集電体１２、負極集電体１４および
フィルム１１を用いて説明したため、順番に３辺を封止する方法を述べたが、本発明の一
態様はこれに限らない。矩形以外の二次電池を作製する場合は、適宜封止の順番、方法を
変更することができる。
【０１９５】
このように蛇行パターンを有する集電体と、蛇行パターンの根元部の正極活物質層を部分
的に除去することによって、曲がる電池を実現できる。
【０１９６】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１９７】
（実施の形態６）
図１１（Ａ）は実施の形態３で説明した電子機器５００を充電する器具の模式図である。
例えば二次電池を急速に充電することが必要な状況において、二次電池が体温近傍の熱を
持ってしまう場合においては、二次電池は意図しない外部からの大きな力により、限界以
上に曲げられ、曲率半径が小さくなりすぎるという問題が発生するおそれが生じる。上記
の問題は支持台１１００を設けることによって解消することができる。
【０１９８】
支持台１１００は適度な曲率半径である上面を有している。例えば曲率半径１０ｍｍ以上
である上面を有している。
【０１９９】
支持台１１００は充電時に、その表面において、体温近傍の熱を保つことによって、支持
台１１００の表面に電子機器が密着するような構造にしてもよい。また、体温近傍の熱を
保ち、電子機器が密着したのちは、熱を保つことを中断してもよい。
【０２００】
図１１（Ｂ）は二次電池を搭載した電子機器を充電する器具の別の模式図である。支持台
１１００には電子機器を収めることのできる上面から内部への空間が設けられている。
【０２０１】
熱可塑性物体と充電器が接触する、もしくは近接する箇所には熱伝導性の高い物質を設け
、二次電池の熱を外部に放出しやすくする構成にすることもできる。
【０２０２】
二次電池を急速に充電することが必要な状況ではないなど、充電時に二次電池が体温近傍
の熱を持たない場合においては、本実施例のような支持台を設けなくともよい。
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【０２０３】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０２０４】
（実施の形態７）
電子機器はワイヤレス充電のためのアンテナを有し、Ｑｉ規格によるワイヤレス充電を行
うことができる。また、電子機器は表示に用いるデータを外部の機器と無線通信するため
の通信装置を有している。
【０２０５】
電子機器は電源制御回路を有し、二次電池の充放電を制御する。
【０２０６】
また、他の電子機器の例を図１２に示す。
【０２０７】
フレキシブルな形状を備える蓄電装置を適用した電子機器として、例えば、ヘッドマウン
トディスプレイやゴーグル型ディスプレイのような頭部装着型表示装置、腕装着型表示装
置、据え置き型表示装置（テレビ、又はテレビジョン受信機ともいう）、デスクトップ型
やノート型等のパーソナルコンピュータ、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ
、デジタルビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、電子手帳、電子書籍端末、電子翻訳
機、玩具、マイクロフォン等の音声入力機器、電気シェーバ、電動歯ブラシ、電子レンジ
等の高周波加熱装置、電気炊飯器、電気洗濯機、電気掃除機、温水器、扇風機、毛髪乾燥
機、加湿器や除湿器やエアコンディショナ等の空気調和設備、食器洗い器、食器乾燥器、
衣類乾燥器、布団乾燥器、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、ＤＮＡ保存用冷凍
庫、懐中電灯、電動工具、煙感知器、ガス警報装置や防犯警報装置等の警報装置、産業用
ロボット、補聴器、心臓ペースメーカ、Ｘ線撮影装置、放射線測定器、電気マッサージ器
や透析装置等の健康機器や医療機器、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、
携帯型ゲーム機、携帯情報端末、照明装置、ヘッドホン、ステレオ、リモートコントロー
ラ、置き時計や壁掛け時計等の時計、コードレス電話子機、トランシーバ、歩数計、電卓
、デジタルオーディオプレーヤ等の携帯型又は据置型の音響再生装置、パチンコ機などの
大型ゲーム機などが挙げられる。
【０２０８】
また、フレキシブルな形状を備える蓄電装置を、家屋やビルの内壁または外壁や、自動車
の内装または外装の曲面に沿って組み込むことも可能である。
【０２０９】
図１２（Ａ）は、携帯電話機の一例を示している。携帯電話機７４００は、筐体７４０１
に組み込まれた表示部７４０２の他、操作ボタン７４０３、外部接続ポート７４０４、ス
ピーカ７４０５、マイク７４０６などを備えている。なお、携帯電話機７４００は、蓄電
装置７４０７を有している。
【０２１０】
図１２（Ｂ）は、携帯電話機７４００を湾曲させた状態を示している。携帯電話機７４０
０を外部の力により変形させて全体を湾曲させると、その内部に設けられている蓄電装置
７４０７も湾曲される。また、その時、曲げられた蓄電装置７４０７の状態を図１２（Ｃ
）に示す。蓄電装置７４０７はラミネート構造の二次電池（積層構造電池、フィルム外装
電池とも呼ばれる）である。蓄電装置７４０７は曲げられた状態で固定されている。なお
、蓄電装置７４０７は集電体７４０９と電気的に接続されたリード電極７４０８を有して
いる。例えば、蓄電装置７４０７の外装体のフィルムにエンボス加工を行っており、蓄電
装置７４０７が曲げられた状態での信頼性が高い構成となっている。さらに、携帯電話機
７４００は、ＳＩＭカードを挿入するためのスロットや、ＵＳＢメモリなどＵＳＢデバイ
スを接続するコネクタ部などを設けてもよい。
【０２１１】
図１２（Ｄ）は、曲げることのできる携帯電話の一例を示している。また、その時、曲げ
られた蓄電装置７１０４の状態を図１２（Ｅ）に示す。携帯電話７１００は、筐体７１０
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１、表示部７１０２、操作ボタン７１０３、及び蓄電装置７１０４を備える。なお、蓄電
装置７１０４は集電体７１０６と電気的に接続されたリード電極７１０５を有している。
例えば、蓄電装置７１０４の外装体のフィルムの表面に複数の凹凸を形成するプレス加工
を行っており、蓄電装置７１０４が曲率を変化させて曲げられる回数が多くとも高い信頼
性を維持できる構成となっている。さらに、携帯電話７１００は、ＳＩＭカードを挿入す
るためのスロットや、ＵＳＢメモリなどＵＳＢデバイスを接続するコネクタ部などを設け
てもよい。
【０２１２】
また、曲げることのできる蓄電装置を車両に搭載すると、ハイブリッド車（ＨＥＶ）、電
気自動車（ＥＶ）、又はプラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）等の次世代クリーンエネ
ルギー自動車を実現できる。また、農業機械、電動アシスト自転車を含む原動機付自転車
、自動二輪車、電動車椅子、電動カート、小型又は大型船舶、潜水艦、固定翼機や回転翼
機等の航空機、ロケット、人工衛星、宇宙探査機や惑星探査機、宇宙船などの移動体に曲
げることのできる蓄電装置を搭載することもできる。
【０２１３】
図１３において、本発明の一態様を用いた車両を例示する。図１３（Ａ）に示す自動車８
１００は、走行のための動力源として電気モーターを用いる電気自動車である。または、
走行のための動力源として電気モーターとエンジンを適宜選択して用いることが可能なハ
イブリッド自動車である。ラミネート構造の二次電池を車両に搭載する場合、複数のラミ
ネート構造の二次電池を集積させたバッテリーモジュールを一箇所または複数個所に設置
する。本発明の一態様を用いることで、蓄電装置自体を小型軽量化することができ、例え
ば、タイヤの内側に曲面を有する蓄電装置を設け、航続距離の長い車両を実現することが
できる。また、様々な形状とした蓄電装置を車両の隙間に配置することができ、トランク
のスペースや車内の乗車スペースを確保できる。また、自動車８１００は蓄電装置を有す
る。蓄電装置は電気モーター８１０６を駆動するだけでなく、ヘッドライト８１０１やル
ームライト（図示せず）などの発光装置に電力を供給することができる。
【０２１４】
また、蓄電装置は、自動車８１００が有するスピードメーター、タコメーターなどの表示
装置に電力を供給することができる。また、蓄電装置は、自動車８１００が有するナビゲ
ーションゲーションシステムなどの半導体装置に電力を供給することができる。
【０２１５】
図１３（Ｂ）に示す自動車８２００は、自動車８２００が有する蓄電装置にプラグイン方
式や非接触給電方式等により外部の充電設備から電力供給を受けて、充電することができ
る。図１３（Ｂ）に、地上設置型の充電装置８０２１から自動車８２００に搭載された蓄
電装置に、ケーブル８０２２を介して充電を行っている状態を示す。充電に際しては、充
電方法やコネクタの規格等はＣＨＡｄｅＭＯ（登録商標）やコンボ等の所定の方式で適宜
行えばよい。充電装置８０２１は、商用施設に設けられた充電ステーションでもよく、ま
た家庭の電源であってもよい。例えば、プラグイン方式によって、外部からの電力供給に
より自動車８２００に搭載された蓄電装置８０２４を充電することができる。充電は、Ａ
ＣＤＣコンバータ等の変換装置を介して、交流電力を直流電力に変換して行うことができ
る。
【０２１６】
また、図示しないが、受電装置を車両に搭載し、地上の送電装置から電力を非接触で供給
して充電することもできる。この非接触給電方式の場合には、道路や外壁に送電装置を組
み込むことで、停車中に限らず走行中に充電を行うこともできる。また、この非接触給電
の方式を利用して、２台の車両どうしで電力の送受信を行ってもよい。さらに、車両の外
装部に太陽電池を設け、停車時や走行時に蓄電装置の充電を行ってもよい。このような非
接触での電力の供給には、電磁誘導方式や磁界共鳴方式を用いることができる。
【０２１７】
本発明の一態様によれば、蓄電装置の設置場所の自由度が上がり、車の車両設計を効率よ
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く行うことができる。また、本発明の一態様によれば、蓄電装置自体を小型軽量化するこ
とができる。蓄電装置自体を小型軽量化できれば、車両の軽量化に寄与するため、航続距
離を向上させることができる。また、車両に搭載した蓄電装置を車両以外の電力供給源と
して用いることもできる。この場合、電力需要のピーク時に商用電源を用いることを回避
することができる。
【０２１８】
本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０２１９】
なお、ある一つの実施の形態の中で述べる内容（一部の内容でもよい）は、その実施の形
態で述べる別の内容（一部の内容でもよい）、及び／又は、一つ若しくは複数の別の実施
の形態で述べる内容（一部の内容でもよい）に対して、適用、組み合わせ、又は置き換え
などを行うことが出来る。
【０２２０】
なお、実施の形態の中で述べる内容とは、各々の実施の形態において、様々な図を用いて
述べる内容、又は明細書に記載される文章を用いて述べる内容のことである。
【０２２１】
なお、ある一つの実施の形態において述べる図（一部でもよい）は、その図の別の部分、
その実施の形態において述べる別の図（一部でもよい）、及び／又は、一つ若しくは複数
の別の実施の形態において述べる図（一部でもよい）に対して、組み合わせることにより
、さらに多くの図を構成させることが出来る。
【符号の説明】
【０２２２】
１１　　フィルム
１１ｂ　　１辺
１１ｃ　　１辺
１１ｄ　　１辺
１２　　正極集電体
１３　　セパレータ
１３ａ　　正極集電体１２と重ならない領域の一部
１４　　負極集電体
１６ａ　　リード電極
１６ｂ　　リード電極
１８ａ　　正極活物質層
１８ｂ　　正極活物質層
１９　　負極活物質層
２０　　電解液
５０　　フィルム
５１　　フィルム
５２　　フィルム
５３　　エンボスロール
５４　　ロール
５５　　エンボスロール
５６　　エンボスロール
５７　　エンボスロール
５８　　進行方向
６０　　フィルム
６１　　フィルム
１００　　二次電池
１０１　　正極
１０１ａ　　正極
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１０１ｂ　　正極
１０２　　負極
１０２ａ　　負極
１０２ｂ　　負極
１０３　　セパレータ
１０４　　正極リード
１０５　　負極リード
１０７　　外装体
１１０　　熱可塑性物体
１１０ａ　　第１の熱可塑性物体
１１０ｂ　　第２の熱可塑性物体
３３１　　第１の領域
３３２　　第２の領域
３３３　　第３の領域
４００　　二次電池
４１０ａ　　第１の熱可塑性物体
４１０ｂ　　第２の熱可塑性物体
４１１　　接着領域
５００　　電子機器
５０１　　支持体
５０２　　二次電池
５０３　　表示部
５０４　　熱可塑性物体
１１００　　支持台
１７００　　曲面
１７０１　　平面
１７０２　　曲線
１７０３　　曲率半径
１７０４　　曲率中心
１８００　　曲率中心
１８０１　　フィルム
１８０２　　曲率半径
１８０３　　フィルム
１８０４　　曲率半径
１８０５　　内容物
７１００　　携帯電話
７１０１　　筐体
７１０２　　表示部
７１０３　　操作ボタン
７１０４　　蓄電装置
７１０５　　リード電極
７１０６　　集電体
７４００　　携帯電話機
７４０１　　筐体
７４０２　　表示部
７４０３　　操作ボタン
７４０４　　外部接続ポート
７４０５　　スピーカ
７４０６　　マイク
７４０７　　蓄電装置
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７４０８　　リード電極
７４０９　　集電体
８０２１　　充電装置
８０２２　　ケーブル
８０２４　　蓄電装置
８１００　　自動車
８１０１　　ヘッドライト
８１０６　　電気モーター
８２００　　自動車

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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